
コリステン（Cotistin）  

（別紙1）   

審議の対象   飼料添加物及び動物用医薬品の食品中の琴留基準の設定   

経緯  ポジティプリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しを行うもの   

構造式   

硫酸コリスチンA：R＝CH，．硫酸コI）スチンB‥R＝H   

飼料添加物；鶏、豚及び牛／飼料効率の改善  
対象動物／用途  

動物用医薬品；豚及び牛／細菌性下痢症の治療   

我が国の承認状況  飼料添加物として指定及び動物用医薬品として承認されている。   

牛、豚等に国際基準が設定されている。  
諸外国の状塀  

EUにおいて牛．、豚、鶏等に基準値が設定されている。   

食品安全季員会にお  

ける食品健康影響評  

価結果   

別紙1のとおり。  
拳準値案   

残留の規制対象物質＝コリスチンA及びコリスチンB   

TMDI／ADl比はi以下のとおり。 

TMDL／ADl（％）  

コリスチンA及びコリスチン   

B   

国民平均  10．6   13．3  

衰露評価   
幼小児（1～6歳．）   32．4   405  

妊婦   10．9   13・7  

高鈴音  13．1  
10．4  

（65歳以上）  

TMDI：理論最大－El摂取t（Theムretical山axirnumDajlylntake）   

平成22年3月9日に在京大使館への説明を実施  
意見聴取の状況  

今後、パブリックコメント及びmO通報手続きを予定   

奮中東   別紙2のとおり   

コリスチン  

基準値案  基準値現行      薬事法   国際基準   EU  
食品名  

PPm   PPm  PPm   PPm   PPm   

牛の筋肉   3ミナ     0．28   0．15   0．15   

豚の筋肉   0．15  3    、 0．28   0．15   0．15   

その他の陸棲哺乳類に属  
0．15  3  0．15   0．15  

する動物◆－の筋肉●2  

牛の脂肪   0．15   0  0．28   0．15   0．15   

豚の脂肪   0．15   0．3…】       0．28  0．15   0．15   

その他の陸棲哺乳類に属  
0．15   0．15   0．15   

する動物の脂肪 

牛の肝臓   0．15   0二3 0．28   0．15   0．15 

豚の肝臓   0．15   0⊥3 0．28   0．15   0．15   

その他の陸棲哺乳棄引こ属  
0．15  O．2 0．15   0．15   

する動物の肝臓  

牛の腎臓   0．2  03 0．28   0．2 0．2   

豚の腎臓   0．2  0こ3 0．28   0．2   0．2   

その他の陸棲哺乳類に属  
0．2 2  0．2   0．2   

する動物の腎臓   

牛の食用部分…1   0．2  0．28  

豚の食用部分   0．2  3 0．28  

その他の陸棲哺乳類に属  
0．2  0  ネ 

する動物の食用部分  

0．P5   0．  0．05   0，05   

鶏の筋肉   0．15  2  0．15   0．15   

その他の家きん◆5の筋肉●  
0．15   

8  
、   ，1   

0．15   0．15   

鶏の脂肪   0．15  2  0．15   0．15   

その他の家きんの脂肪   0．15  ＋＋＋や  十け㌢ 躯ミ 三ヰ■  0．15   0．15   

鵜の肝臓 0．15  ィや  rl 0．15   0．15   

その他の家きんの肝臓   0．15  や  ；草そ  0．15   0．15   

鶏の腎臓   0．2  軋 使    2  0．2   0．2 

その他の家きんの腎臓   0．2  垣  0．2   0．2  
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鶏の食用部分   0．  てま  

その他の家きんの食用部  

分   0．2       2  世  姐   

鶏の卵   0．3  3  剖  0．3  b，3   

その他の家禽の卵   ノ      3  0．3   

魚介類（さけ目魚類に限  
0．15  

る－）  

魚介類（うなぎ目魚類に限  
軍 0．15   

る。）  

魚介矩（すずき目魚類に限  
0・2  0．15   

る。）  

魚介類（その他の魚類●7に  
0．  0．15   

限る。）  

魚介類（異類に限る。）  O・2  0．15   

魚介類（甲殻矧こ限る。）  0．2 0．15   

その他の魚介癒「8  0．2 0．15   

（別紙2）  

答申（案）  

コリステン   

食品名   
残留基準値  

（ppm）   

牛の筋肉   0．15   

豚の筋肉   0．15   

その他の陸生哺乳類に属する動物●’の筋肉   0．15   

牛の脂肪   0．15   

豚の脂肪 0．15   

その他の陸生哺乳類に属する動物の脂肪   0．15   

牛の肝臓   0．15   

豚の肝臓   0．15   

その他の陸生哺乳類た属する動物の肝臓   0．15   

牛の腎臓   0．2   

豚の腎臓   0．2   

その他の陸棲哺乳矧こ屑する動物の腎臓   0．2   

牛の食用部分事2   0．2   

豚の食用部分   0．2   

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分   0．2   

乳   0．05   

鶏の筋肉   0．5   

その他の家きん一っの筋肉   0．15   

鶏の脂肪   0．15   

その他の家きんの脂肪   0．15   

鶏の肝臓   0．15  

その他の琴きんの肝臓   0．15   

鶏の腎臓   0．2   

その他の家きんの腎臓   0．2   

鶏の食用部分   0．2   

その他の家きんの食用部分   0．2   

鶏の卵   0．3   

平成17年11片29日厚生労働省告示499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。  

＊1：その他の陸棲哺乳矧こ属する動物とは、陸棲哺乳類のうち、牛及び豚以外のものをいう。  

＊2：その他の陸棲哺乳類については、国際基準の羊、′山羊、ウサギの値を参照した。  

＊3：食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。  

＊4：食用部分については、腎臓の値を参照した。  

＊5：その他の家きんとは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。  

＊6：その他の家きんについては、国際基準の七面鳥の値を参照した。  

＊7＝その他の魚類とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすず辛目類以外のものをいう。  

＊8：その他の魚介類とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。  

＊1：その他の陸棲哺乳類に属する動物とは、陸棲哺乳類のうち、牛及び豚以外のものをいう。  

＊2＝食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、麻臓及び腎臓以外の部分をいう。  

＊3：その他の家きんとは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。  
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ラフオキサニド（Rafoxanide）  

（別紙）  

審議の対象   動物用医薬岳の食品中の残留基準の設定   

経   ポジティブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しを行うもの   

棉式   ・跡成吼・  H  
l   

適用動物／効能効果   牛、羊、山羊等／寄生虫の駆除   

我が国の義認状況  動物用医薬品として承認されていない。   

国際基準は設定されていない。  
諸外国の状況  

EUにおいて牛及び羊に基準値が設定されている。   

許容一日摂取量（人DI）0．4〟〟kg体重／日  
食品安全委員会にお  

［設定根拠】13週間 亜急性毒性試験（イヌ）  
ける食品健康影響評  

無毒性王0．4ふ〆kg体重／日 
価結果 

安全係数1000   

基準値案   別紙のとおり、食品中の残留基準を設定しないこととする。   

平成22年3月9日に在京大使館への説明を実施  

意見聴取の状況  
今後、パブリックコメント及びWTb通報手続きを予定  

答実   食品中の残留基準を設定しないことが適当である。   

ラフオキサニド   

基準値案  基準値現行   国際基準   EU  
食品名  

PPm   PPm  PPm   PPm   

牛の筋肉  003 0．03  

牛の脂肪  0．03  0．由   

牛の肝臓  O．01 0．01   

牛の腎臓  0．04  0．04   

牛の食用部分り  0．（什  

その他の陸綾哺乳類に属する  
0．1   

動物●2の筋肉  

その他の陸棲哺乳類に属する  
0．3 0．25   

動物の脂肪  

その他の陸棲哺乳類に属する  
0・2 0．15   

動物の肝臓  

その他の陸棲哺乳類に属する  
q．2 0．15   

動物の腎臓  

その他の陸棲哺乳類に属する  
0．2 

動物の食用部分  

平成17年11月29日厚生労働省告示499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。  

＊1：食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。  

＊2：その他の陸棲哺乳類に属する動物とは、陸棲哺乳類のうち、牛及び豚以外のものをいう。  
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オキシベンダゾール（Oxibendazole）  

（別紙）  

審議の対象  動物用医垂晶の食品中の残留基準の設定   

経緯   ポジティブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しを行うもの   

構造式   」lC∴／喋転 
Hさ00   

適用動物／効能効果  牛、豚、羊、馬等／消化管内線虫の駆除   

我が国の承認状況  動物用医薬品としで承認されていない。   

国際基準は設定さ叫ていない。  
諸外国の状況  

EUにおいて豚に基準値が設定されている。   

許容一日摂取王（ADI） 
食品安全委員会にお  

［設定根拠］98日間亜急性毒性試験（ラット及びイヌ）  
ける食品健康影響評  

無毒性130mg／kg体重／日  
価結果   

安全係数1000   

基準値案   別紙めとおり、一食晶中の残留基準を設定しないこととする。   

平成22年3月30日に在京大使館への説明を実施  

意見聴取の状況  
今後、パブリックコメント及びmo通報手続きを予定   

答申案   食品中の残留基準を設定しないことが適当である。   

オキシベンダゾール   

基準値案  基準値現行  巨∪  
食品名  

PPm   PPm  PPm   

牛の筋肉  

豚の筋肉  0三  0．1   

その他の陸棲哺乳類に属す  
0，  3 

る動物■，の筋肉  

牛の脂肪  0．03 

豚の脂肪  5  0．5   

その他の陸棲哺乳矧こ属す  
・  

る動物の脂肪  

牛の肝臓  0．03 

豚の肝臓  T2て  0．2   

その他の陸棲哺乳矧こ属す  
9  

る動物の肝臓  

牛の腎臓  0．03   皿  

豚の腎臓  0  」 0．1   

その他の陸棲哺乳類に属す  
9．  ？亘 

る動物の腎臓  

牛の食用部分■2  0．由  

豚の食用部分  ¢  三1こjき  

その他の陸棲哺乳類に属す  
：てd．oj  

－る動物の食用部分  

乳  0   

鵡の筋肉  ¢  

その他の家きん◆3の筋肉  

鶏の脂肪  「：′■÷0．03   ロ  

その他の家きんの脂肪  

鶏の肝臓  
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その他の家きんの肝臓  0．q3 

鶏の腎臓  ¢、Od 】、＼、・  

その他の家きんの腎臓  蛍  

鶏の食用部分  

その他の家きんゐ食用部分  

鶏の卵  

その他の家きんの卵  0．0  

魚介類（さけ目魚類に限る。）  

魚介類（うなぎ目魚類に限  
d    船 

る。）  

魚介類くすずき目魚類に限  
0．03  

る。）  

魚介類 
03  

る。）  

魚介類（貝矧こ限る。）  0・  

魚介類（甲殻矧こ鱒る。）  0二∽ 

その他め魚介類＊5  0．03 

はちみつ  ・3 

平成17年11月29日厚生労働省告示499号において新しく設定した基準値については、網をつ  

けて示した。  

＊1：その他め陸棲哺乳類に属する動物とは、陸棲哺乳類のうち、牛及び豚以外のものをいう。  

＊2：食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。  

＊3：その他の豪きんとは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。  

＊4：その他の魚類とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう・。  

＊5：その他の魚介類とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。  
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カルプロフエン（C訂p相伝n）  
く別紙）  

審議め対象   動物用直薬品の食品中の残留基準の設定   

経緯   ポジティブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しを行うもの   

蹟造式   q         o   戸・・・丁       ‾、弓≒   し』【匁J■ト訓   ・H   cHコ   
適用動物／効能効果  牛、馬／抗炎症及び鎮痛作用   

我が国の承認状況  イヌを対象動物とする動物用医薬品として承認されている。   

画際基準は設定されていない。  
諸外国の状況  

EU及びニュージ←ランドにおいて牛及び馬に基準値が設定されている。   

食品安全委員会におけ  

る食鼻健康影響評価緒  
摺堤根問2年間慢性毒性試験（ラット）  

果   
無毒性1．1mがくg体重／日  

安全係数100  

基準値案   別紙のとおり、食品中の残寧基準を設定しないこととする。   

平成22年5月19日に在京大使館への説明を実施  
意見聴取の状況  

今後、／けリツクコメント及びWTO通報手続きを予定   

答申革   食品中ゐ残留基準を設定しないことが適当である。   

カルプロフ土ン   

基準値案  NZ  

PPm   PPm   PPm  PPm   

牛の筋肉  0阜   0．5   0．5   

その他の陸棲哺乳類に属する動物■1の筋肉  0．5   0．5   0．5   

牛の脂肪  

その他の陸漸辞L類に属する動物の脂肪  

牛の肝臓  

その他の陸棲哺字L類に属する動物の肝臓  

牛の腎臓  1仁   

その他の陸棲哺字L類に属する動物の腎臓  

牛の食用部分●2  

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分  

乳  

平成17年11月♀9日厚生労働省告示499号において新しく設定した基御直については、網をつけて示した。  

＊†：その他の陸棲僻L矧こ属する動物とは、嚇套噂乳類のうち、牛及び豚以外のものをいう。  

＊2：食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。  
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クレンブテロール（Cl8nbuterol）  

（別紙1）  

審議の対象   動物用医薬品の食品中の残留基準の設定   

ポジティブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しの実施及び薬事法に基づ  
鱒棒  し  

く動物用医薬品の再審査利敵こ伴うもの   

構造式   

■ Cl   H2り汐…：‘c？2NH－′…≡cH三   

対象動物／効能効果  牛／早流産の防止、馬／肺炎における呼吸器症状の軽減   

我が国の承認状況  動物用医薬品として承認されている。   

牛、馬及び乳に国際革準が設定されている。  

諸外国の状況  米国、EU、秦州、カナダ及びニュージーランドにおいて牛、馬及び乳等に基準値が設 

定されているd   

許容一日摂取量（ADI）0加4 〟釘／kg体重／日  
食品安全委員会lこお  

［設定根拠］単回 経口投与（ヒト）  
ける食品健康影響評  

無毒性io．042ムg／kg体重／日  
価結果  

安全係数10   

基準値案   別紙1のとおり。  

鱒留の規制対象物質＝クレンプチロール本体・■  

T山D［／ADI比は、以下のとおり。  

TMDL／ADI（％）  

国民平均   5．6  
暴霧評価  

幼小児（1～6歳）   18．8  

妊婦   6．2  

高齢者（65歳以上） 5．5  

TMDI：理論最大一日摂取土（TheoreticalMaximumDiily［ntake   

平成22年5月19日に在京大使館への説明を実施  
意見聴取の状況  

今後、パブリックコメント及びWTO通報手続きを予定 

答申案   別紙2のとおり   

クレンプチロール   

米国、EU、  

基準値■  
豪州、一カナ  

基準嘩案  
食品名  現行 ダ、ニュー  

ジーランド  

PPm  PPm  PPm   PPm   

牛の筋肉   0．0002  0．0002‡     0．0001   0．0002  0．0001   

豚の筋肉   不検出  不検出 

その他の陸棲哺乳類に属する動  
0．0002    0．0002∴   0．0001   0，0002  0．0001   

物－＝2の筋肉  

牛の脂肪   0．0002    ，．′0．0002≡   0．0001   0．0002  

豚の脂肪   不検出    ㌻不検出 

その他の陸棲哺乳矧こ属する動  
0．0002  さJO．00d2  0．0002  

物の脂肪  

牛の肝臓   0．M6  ■．d．00的∴    0．0001   0．0006   0．0005   

豚の肝臓   不検出  

その他の陸棲哺乳矧こ属する動  
0．0006    、0こ0006    0．0001   0．0006  0．0005   

物の肝臓  

牛の腎臓   0．0006  0．0006     0．血1   0．0006  0．0005   

豚の腎臓   不検出  ‡∴．不検出  

その他の陸棲哺乳類に属する動  
0．0006    弓0．0008：   0．0006  0．0005   

物の腎臓  

牛の食用部分◆い4   0．000（；    ∴0．0（旧l    0．000†  

豚の食用部分   不検出    ilホ壌顛  

その他の陸棲哺乳矧こ属する動  
0．∝）06  0．0001  

物の食用部分  

乳   0．00005    0カ咄）    0．0001  0．00005  0．00005   

鵜の筋肉   不検出  

その他の家きん■5の筋肉   不検出    漆痍  

鶏の脂肪   不検出  
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その他の家き～の脂肪   不検出  二∴示韓か  

鶏の肝臓   不検出    覇細帖  

その他の家きんの肝臓   不検甲    和掛  

鶏の腎胞   不検出     詐墳出 

その他の家きんの腎臓   不検出    榛由 

鶏の食用部分   不検出    ・凍  

その他の家きんの食用部分   不検出  ネ検出 

鶏の   不検出  †検出 

その他の家きんの卵   不検出  ’ニネ検出 

魚介類（さけ目魚類に限る。）   不検出  ・ 

魚介類（うなぎ目魚矧こ限る。）  不検出    不検出  

魚介類（すずき目魚矧こ限る。）  不検出  不検出  

魚介類（その他の魚類りIこ由  
不嶺出  J不検出  

る。）  

魚介類（貝類に限る。）   不検出  不検出 

魚介類（甲殻矧こ限る。）   ネ検出  ’◆不棒出  

その他の魚介類り   不検出    不検出  

はちみつ   不検出    ホ綾由 

（別紙2）  

答申（案）  

クレンブテロール   

残留基準値  
食品華  

PPm   

牛の筋肉   0．0002   

その他の陸棲哺乳類に属する動物りの筋肉   0．0002   

牛の脂肪  0．0002   

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪   0．0002   

牛の肝臓   0．0006   

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   0．0006   

牛の腎臓   0，0006   

その他の陸棲哺乳矧こ属する動物の腎臓   0．0008   

牛の食用部分■之   0．0006   

その他の陸棲哺乳矧こ属する動物の食用部分   0．0006   

乳   0．MO5   

平成17年11月29日厚生労働省告示499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。  

＊1：その他の陸棲哺乳矧こ属する動物とは、陸棲哺乳類のうち、牛及び豚以外のものをいう。  

＊2：その他の陸棲哺乳類に属する動物については、国際革準の馬の基準値を参照した。  

＊3：食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。  

＊4：食用部分については、肝臓又は腎臓の値を参照した。  

＊5：その他の家きんとは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。  

＊6：その他の魚類とは、魚類のうち、さけ目頬、うなぎ目頬及びすずき目頬以外のものをいう。  

＊7：その他の魚介類とは▲、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。  

＊1：その他の陸棲哺乳矧こ属する動物とは、陸棲哺乳類のうち、牛及び豚以外のものをいう。  

＊2：食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。  

また、牛及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用部  

分並びに乳以外の食品については、含有されるものであってはならないとする食品規格を  

設定することが適当である。  
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クロフエンセット（Clofencet）  クロフェンセット  （別紙）  

参考基準値  
基準粧  作物残留試験成耕  
案   

Pl）m   

牛の筋肉 たt妻   0．15  アメリカ  
豚の筋肉  
その  他の陸棲哺乳掛こ属する動物の筋肉  ．2  0．15  アメリカ   

牛の脂肪  禰灘  0．04  ア  カ  

豚の月  旨肪  ▼前車  ア  
その他の陸棲l哺乳≠削こ属する動物の脂肪  0．04  ア  カ   

牛の肝臓  摘  0．5  ア  カ  
豚の肝臓  

藍                         ：盲  

そのイ  也の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓  0  0．5  ア  カ   

牛の腎臓 ㍊も  10．0  ア  カ  
豚の腎臓  ア  
その他の陸棲哺乳矧こ属する動物の腎臓  ざ．id  10．0  ア  カ   

牛の食用部分  ；5   0．5  アメ  カ  

豚のf  0．5  

その†   醐 ‡b   国 ．5  0．5   

乳  d、ニ02  0．02  7ノ  カ  

鶏の  循肉  腸2  0．15  ア，  カ  

そ♂）－  鮎の家きんの筋肉  泡：、虫  0．15  アノ  カ   

鶏の爪  旨肪  0．0′1  ア  カ  
その†  鮎の家きんの脂隅  ○二¢4  カ  
剋の肝臓  撤2  0．20  アメ  カ  

その他の豪きんの肝臓  淘：2  カ               0．20  7メ  

臓  0．20   アノ   力  
の家きんの腎臓  十  甘袖   2 2  0：20   7ノ   カ  

用留i分  ⊥  0．20  
の家きんの食用部分  十★ 軒   0．20   

劫の卵  登     釘 河  1．0  
その他の家きんの卵  1．0   

審議の対象  農薬の食品中の痍留基準の琴定   

経緯   ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。 

構金武   

／訂Cて  

O ヮ  
叫   

0♂C＼oH 

用途   農薬／植物成長調整剤   

作用機構   
小麦め稔性を維持しつつ、花粉の生産を阻害することで、品種間交雑をし  
やすくするために用L、られると考えられている。   

適用作物   小麦（アメリカ）   

我が国の登録状況   農薬登録はない。   

国際基準は設定されていない。  

諸外国の状況  米国において残留基準値は設定されているが、流通実態はなく、登録取り  
下げの手続が開始され、今後基準値が削除される予定である   

許容一日摂取量（ADI）0．05mE／kg体重／da  

食品安全委員会における食  

品健康影響評価港果   無毒性量5mg／kg体重／day  

安全係数100   
基準値案   別紙のとおり、食品中の残留基準を設定しないこととする   

意見聴取の状況  平成22年3月9日に在京大使館への説明を実施  
今後、パブリックコメント及びWTO通報≠続きを予定   

答申案   
クロフェンセットについては食品中の残留基準を設定しないことが適当で  
ある。   

平成17年11月29日悍生労働省告示第499号において新しく設定した塵判捌こついては、網をつけて示した。  
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プロファム（Propham）  

審議の対象   農薬の食品中の残留基準の設定   

経緯   ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。   

＝＝＝ ≒   ∈㌻NHC卸元H8）2   

用途   農薬／除草剤、植物成長調整剤   

カー′くメート系除草剤である。また、ぱれいしよの発芽阻止を目的に植物  
作用機構  成長調整剤として用いられる。有糸分裂阻害により活性を示すものと考え  

られている。   

適用作物 ばれいしょ（ニュージーランド）   

我が国の登録状況   農薬登録はない。   

国際基準は設定されていない。  
諸外国の状況  ニュージーランドにおいてばれいしょに基準値が設定されている。   

ラット以外の喪験動物で実施された適切な試験が報告されていないこと、  
食品安全委員会における食     発生毒性に関して適切に評価できる試験が実施されていないこと等によ   

品健康影響評価結果   り、一日摂取許容量（ADI）を設定するための試験成績が不十分であった  

ことから、プロファムのADIを設定しない。   

食品中に「不検出」とする農薬等の成分である物質として定める現行の管  
基準値案 理措置を維持することとし、プロファムは食品に含有されるものであっては  

ならないものとする。   

意見聴取の状況   
平成22年3月30日に在京大使館への説明を実施  
今後、パブリックコメント及びWTO通報手鋳きを予定   

答申案   
プロファムについては、食晶に含有されるものであってはならないとする現  
行の食品規格を維持することが適当である。 
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ビリプロキシフェン（Pyriproxyfbn）  
農薬名  ビリプロキシフェン  （別紙1）  

審議の対象   農薬の食品中の残留基準の設定   

経緯   
農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う要請及び」インポートトレラン  

ス制度に基づく基準設定の要請があったもの。   

構遺式   

倉oリバ迩   

鱒途   農薬／殺虫剤   

4－フエノキシフエノキシ構造を有する殺虫剤  

作用機構  
昆虫体内で幼若ホルモンとして作用し、胚仔の発育阻害による殺卵作用、  
蛎化または成虫化を阻害することによる変態阻害作用等により作用すると  
考えられている。   

インポートトレランス申請；クランベリー／Crahb。，．YF，。itw。rm．Leca。ium  

適甲作物／適用病害虫等     Scale  

適用拡大申請；茶／クワシロカイガラムシ   

我が国の登録状況   トマト、ピーマン、なす、きゆうり等に農薬登録がなされている。   

かんきつ類果実、綿実等に国際基準が設定されている。  
諸外国の状況  米国でアボカド、かんきつ類果実、クランペリー等に基準が設定されてい  

るこ   

許容一日摂取量（ADり望・1m〟kg体重／d8V  

食品安全委員会におiナる食     ［設定根拠］1年間慢性毒性試験（イヌtカプセル経口）   

晶健康影響評価結果   無毒性量10mg／kg体重／day  
安全係数100   

基準値案   
別紙1のとおり。  

残留の規制対象物質：ビリプロキシフエン本体   

TMDI／ADI比は、以下のとおり。  

TMDI／ADト比  

（％）  

国民平均   15．1  
暴露評価  

幼小児（1～6歳）   26．5  

妊婦   14．2  

高齢者（65歳以上）   15．2  

TMDI‥痩論最大一日摂取量（TheoreticalMaximumDaily［ntake）   

意見聴取の状況   
平成22年3月9日に在京大使館への説明を実施  

今後、パブリックコメント慶びWTO通報手続きを予定   

答申案   別紙2のとおり。   

参考基準値  
基準値  作物残留試験成崩  

農産物名  案   
ppm  DPnl  PPm   m   

【米国の未成業ほんど   
大豆   0．2  0．2  0．2  アメリカ  うを参照】   

【米国の未成熟えんど   
小豆類   0．2  0．2  うを参掴】   

【米国の未成熟えんど   
えんどう   0．2  0．2  うを参照】   

【米国の未成熟え～ど   

そらまめ   0．2  0．2  うを参照】   
【米国〟）東成糾えんど  

その他の豆頬   0．2  0．2  0．2  ， アメリカ・  うを参照】  

【米国のキャベツ及び  
はくさい  0．7  カリフラワーを餅肌  

【0．05－0．33（‖＝R）（睾園  
キャベツ外燕あり、  

く0．01－0．0コ（】ドH）（光岡  
キャベツ  0．7   キャベツ外典なし）】  

【光l司のキャベツ及び  

芽キャベツ   0．7  0．7  カリフラワーと奄照】   
【咄削）マスタード〟）燕   

ケーール 2．0  2．0  む参押】   
‖姫恒－J・スタードの堪   

こまつな   2．0  ・2．0  を執l（り   

【斗三周のマスクードの鴨   
きような   2．0  2．0  を執椚   

tll亡国のマスタード〟）堰   

チンゲンサイ   2．0  2．0  を朝椚   
【く0．ql－0．卜l（‡Ⅲll＝8）  

カリフラワー   0．7  0．7  （刑司カリフラワー）】   

巨tさl卦のキーlペツ及び  

ブロッコリー   0．7  0．7  カリフラワーを劉妊‖   
＝雄恥）マスタード〟）唯   

その他のあぶらな科野菜   コ．0  2．0  を参照】   

lく…卜【l．【川拙1＝り）  

たまねぎ  ＿－J・J5  0．1．  ア刈カ   （米国たょりぎユ】＿  
い．川．0．28／  

U．1・l．0．：箋：購）  

【（0．0卜  

0．禦冊）（n＝柑）（米国トマ  

トマト  1 O ト）】  

1．∩6．1ノ】0／  
2．】8（軋1．2ニ購）  

【〈（〉．n卜  

0．17（＃）（n＝B）（米国ピー  
ピ・－－†マン  3   3   ○  マン）】  

0．14．∩．28／  

なす．  1 O 0．1・1，0．ヱ8  

0．83．0．79（ししとう）  
【0・02TO・06（＃）（n＝4）  

その他のなす科野菜   2   2   ○  （米国とうがらし）】   
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農薬名  ビリプロキシフェン  （別紙1）  

参考基準値  
基準個  作物残留試験成請  

農産物名  案   
Pロ11】  pl〕m  Pl）111   

【0．03－0．20（n＝8）（米国  
もも   1．0  1．0  1．0  アメリカ  もも）】   

【米国のもも∴ブルー  
ネクタリン  1．0  1．0  ン、おうとうを参照】   

Ⅰ米国のもも、ブルー  
あんず（アプリコシトを含む）   1，0  1・．0  γ、おうとうを参刷   

【0．03－0．20（n＝11）（米国   
すもも（プルーンを含む）   1．0■  1．0  すもも）】   

【0．06－0．97（＃）（肝10）  
おうとう（チェリーを含む）   1．0  1．0  1．0  アメリカ   （米国おうとう）】   

いちご   0．3  0．3   0．30  7州カ  【0．03－0．2仙戸村）】   

10、16（蠣ト0．6ヱ（nニb）（米  
ブルーベリ」   1．0  1．0  図ブルーベリー）】   

【米国のブルーベリー   
クランベリー   1．0  lT  を参照l   

【．米国のブルーベリー   
ハック／レベリー   1．0                            1．0  を参！試l】   

【米国のブルーベリー   
そ甲他塑二軍果賽   1且  1．0  1．0      を参照I   

【0．03（＃ト  
1．93（≠）く11ニl：川さやl乱iこ  

ぷどう′  0．5  どう）1  

【米国のライチ、パンレ  
イシ、カーリーブ、グアバ  

パパイヤ   1．0  1．0   を恕酎  

【来園のライチバンレ  
イシ、オ‘リ「プ、グアバ   

アボカド   l．0  1．0  を参照I   

【仇025－0．0539（n＝3）（米  
グアバ  0．1  0．10  園グアバ）】  

UI三田のライチ、バンレ  
イシ、オリーブ、グアバ  

マンゴーー  1．0  1．0  を参照】  

【米国のライチ、′くンレ  
イシ、オリーブ、グアバ  

パッションフルーツ  0．1   0．10   を参照】   

【0．096（＃ト  
0．203（＃〉（n＝3）（北国ライ  

チ）、  
0．026－0．0940（n三3）（米  

回バンレイシ）、  
0．13－1．8（＃）（lド6）（粟国  
オリーブ）／米国のグア  

その他の果実   1．0  1．0  1．0  アメリカ         バを参照】   

綿実   0．05  0．05  0．05  0．05  アメリカ  

参考基準値  
基準値  作物残留試験成績  

農産物名  案   
ppm  ロDm  ppm   ロロm  ロpm   

0．03，0．02／  
0．03，0．02  

Iく0，01－0．01（n＝7）（米国  
きゆうり   0．2  0．2  ○  きゆうり）】   

【く0．01（n＝6）（米国かば   
かぼちや   0．1  0． 0．10  アメリカ  ちゃ）】   

【米国のきゆうり、かば  
しろうり   0．1  0．1  ちゃ、メロンを参照】   

t米国のきゆうり、かぽ  
すいか   0．1  0．1  ちや、メロンを参照】  

〈001く001   
lく0．Ol－0．04（n＝9）慄個   

メロン頬果実   ○  メロン）】   

【米国のきゆうり、かば  
まくわうり   0．1  0．1  ち・〈－、メロンを参照】   

【粟国のきゆうり、かぽ  
その他のうり科野菜   0．1  0．1  0．10  アメリカ   ちゃ、メロンを参照】   

【く0．02－  
く0．02（＃）（Ⅳ＝8）（粟国おく  

オークラ  0．02  0．02  ら）l  

【く0．0卜0．06（n≡8）（ス  
ナップえんどう）、  

0．03－0．12（れ＝4）（さやえ  

未成熟えんどう  0．2   0．20   んどう）】   

【水圏の未成熟えんど  
未成熟いんげん   0．2  0．2  うを参闇】   

【米田の朱戚払えんど  
えだまめ   0．2  0．20  アメリカ   うを勢照】＿  

【来園の未成熟えんど  
その他の野菜   0．2   0．20  アメリカ  うを撃脚一触  

みかん   0，5  0．5  0．5  0．3  
なつみかんの果実全体   0．5  0．5  0．5  
レモン   0．5  0．5  0．5  
オレンジ（ネープ／レオレンジを含む）   0．5  0．5  0．5  
グレープフルーツ   0．5   0．5  0．5  
ライム   0．5  0．5  0．5  
その他のかんきつ頸果実   0．5  0．5  0．5  0．3  アメリカ   

l（0．0拍ト  
0．16（れ＝25）（米国りん   

りんご   0．2  0．2  0．2  アメリカ  ご〉I   

日本なし   

酉渾なし   

マルメロ   

ぴわ   0．2  0．2        【米周の亡弟果実を参  照】    0．2  0．2        【く0．0拍ト0．08（n＝13）】    0．2  0．2        【米国の仁果果実を参  照】    0．2  0．2    0．2   アメリカ  【米国の仁果果実を参  憫】   
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（別紙2）  

農薬名  ビリプロキシフェン  
ビリプロキシフェン  

残留基準鑑   
食品名  

大王  0．2   

小豆類  0．2   
えんどう  0．2   
そらまめ  D．2   
その他  の吉堀（注1）   0．2   
はくさい  0．7   
キャベツ  0．7   
芽キャベツ  0．7   
ケール  2．0   
ニまつな  2．0   
きような  2．0   
チンケンサイ  2．0   
カリフラワー  0．7   
ブロッコリー  り．7   

その他  lのあぶらな科野菜（注2）   2．0   
たまニhぎ  1l．15   
ト1′ト  

ビ・一マー／  t  

なす  
そ♂）他  」のなナ科甲一項（注3）′   

きゆうり  0．コ   

かばちや  0，I   
しろうり  
すいか  0．】   

メロン畑狼某  0．1   
まくわうり  0．】   

その他  】のうり拍撃r韮（注／1）   n．1   
オクラ  U．1〉ご   

東成勲烹んどう  ll．ご   

東l北卓  如、んげん   l】．ご   

えだ遮れ  lI．0   
モの仙  〟181トⅥ（托5）   l】．ご   

ノ■かん  0．ム   

なつ力かんの異邦丘作  （1．ヱi   

レ∫亡ン  0．5  
1■レンジ（ネーブルオレンジを含む）   
プレーンーフルーツ  0．5   
ライム  ll．ム   

その他  ‖ハかんき一ノ用！l～r年（注6）   lI．5   
りんご  ll．2   
日本なし  0．コ  

西洋なし   ll．ご  

マルメロ   l，．コ  

ぴわ   tI．コ  

もも  1．1l   
ネクタリン  1．0   
あんず（アプリコットを含む）  

すもも（プルーンを含む）  1．－I   

うめ  l】．8   

おうとう（チェリーを含む）  l．1l   
い′二ノご  UJl   
プ／レー′くリー  
クラン‘ペリー  
ハックル／くり－  1．（l   
そ〝）他  l〟）ペリ】・一拍黒ぺ＝注7）   】．U   

ぷどう  ll．5   
パパイヤ  l．0   
アポカ  1．0   
グアバ  い．l   
rrンゴー・  

パ・ソションフルーツ  
】．1I  

りl   

その州  り）墨：別姓H）   1．U   
納：姫  U．1】5   

くり  llUご   

ペカン  0．0ご   

アー・モンド  け‖ご   
くるみ  0．112   
その他  lのナブγ稲川：9）′   0．11コ   

耶  m  
のネ／くイス（注IU）   

のハープ（注11）   2．U  
M   n．（‖  

叫掛倒lほい訊に朋ナる稀内′注】2〉   仇机  
肌   D．1〉1  

〝1随【朗Il乳用に凪ナぞ▲脂肪   い‘‖  
甘  
呵制別冊L何に属する動物〟）肝臓   ll11l  
■  0．‖  

〝）悼脚l托乳Ⅶに朋ナる動物lハ幣u  0．¢l   

上ド〝）虎川部1J  り．t‖   

その他  】い陵捷哺乳矧こ鳩すか納拘の食用訊分（注13）  0．tll   
0．tlt  

抑芙カ  lll洗ト1に限る。）          綿実油（注14を除く．） ミ不フルワ1 0．M  
・－・・：／－¶1  UJl   

（注1）「その他の豆類jとは、王類のうち、  
大豆、′ト豆類、えんどう、そらまめ、らつか  
せい及びス′くイス以外のものをいう．  

（注2）「その他のあぶらな科野丸とは、  
あぶらな科野菜のうち、だいこん頬の根、  
だいこん類の稟、かぶ類の択、かぶ類の  
葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャ  
ベツ、井キャベツ、ケール、こまつな、きよ  
うな、チンダンサイ、カリフラワー、ブロッコ  
リー及びハープ以外のもの釦、う．  

（注3）㌻その他のなす科野菜Jと  
は．なナ科野菜のうち，トマト ピー  
マン及びなす以外のものをいう。  
（注4）「その他のうり科野菜」と  
は、うり科野電のうち、きゆうり、か  
ばちや、しろうり、すいか、メロン頓  
果実及びまくわうり以外のもの女い  
、  

（注5）「その他の野菜」とは、野菜  
のうち．いも頬、てんさい、さとうき  
び、．hぷらな料If薫、きく村野・軋 ゆ  
りf斗貯常、せり科If頚、なすf仲f薫、 
うり村野零、lエうれんそう、たけの  
こ、オクラ、しようが、東成朗えんど  
う上乗成禦いんげん、えだまめ、きの こ相 

、ス′くイス及びハープ以外のl，の  
をいう．  
（注6）【その他のかんきつ栢取額」  

とは、かんきつ猫i果爽のうち、みか  
ん、なっみかん、なつみかんの外果  
皮、なつみかんのj帖天皇伴、レモン、  
1‘レンジ、グレーヅフルーツ、ライム  
及びスパイス以外のものをいう。  

参考基準値  
基準値  作物残留試廟成練  

農産物名  案   
Dロm  pDm  DPm   ppm．   

【米国のア「モンド及  
く 0．02   0．02  0．02  カ凋   ぴくるみを参照】   

【米国のアーモンド及  
ペカン   0．02  0．02  ぴくるみを参照】 

lく001（＃ト   

0．01（＃）（n＝8）（来園アー   
アーモンド   0．02  0．02  モンド）】   

【く0．01（＃）（n＝4）（米国く   
くるみ   0．02  0．02  るみ）】   

【米国のアーモンド及  
その他のナッツ頬   0．02  0．02  0．02  アメ州7．   ぴくるみを参照】   

0．82／0．07．0．03／  
茶   15  0．3  ○・rlヨ  5．16．6．58（引（荒木）   

【米国のライチ、バンレ  
イシ、オリーブ、グアバ   

その他のスパイス   1．0  1．0  1．0  アメリカ  を参照】   

【0．29」1．61（n＝7）（来園  
その他のハープ   2．0  2．0  2二0  アメl川   ．マスタードの＝贋）】   

牛の筋肉   0．01  0．01  【牛の脂肪を参照l   

その他の陸棲哺乳矧こ属する筋肉   0．01  0．01  【牛の脂肪を参照J   

牛の脂肪   0，01  0，01   0．Ol  
その他の陸棲哺乳撤に属する脂肪  0．01  0．Ol  0二Ol   

牛の肝臓   0．01  0．01  0．01   

その他の陸棲哺乳矧こ属する捌勿の肝臓  0．01  0．01  0．01   
牛の慣臓   0．01  0．Ol  0．01   
その他の陸棲哺乳珊に属する軌物の腎臓  0．01  －0．01  0．Ol   
牛の食用部分  0．01  0．Ol  

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用  
部分  0．Ol   0．Ol   

綿実朋（往1・に限るこ）   0．01  0・0  0．Ol  

綿実朋（江】を除く。）   0．01  0．01  0．Ol   

ミネラルウオーター類  0．3  0．3  0．3服）  

「その他のべリー域果実」  
一昭紫袋のうち、いちご、  
、ブラックベリー、ブルー  

（注7）  

とは．ペリ  
ラズベリー  
ペリー・、クランペリー・及びハックルペ  
リー以外のbのをいう．  

（注8）ーその他の∠絶異」  ．
、
ご
ぴ
も
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ん
、
す
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県
．
 
 

う 
な 
も 
め
、
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、おうとう、ペリー和典尭．ぷど  
かき、バナナ、キウイー、パ／くイ  
アボカド、バイナッブル、グア  
マンゴー、パッションフルーツ、  

なつめやし及びスパイス以外のものを  
いう。  
（牲9）「その他のナッツ帆 とは，  

ナッツ稲のうfJ．ぎんなん．くり．ペ  
カン．アーモンド及びくるみ以外のも  
のをいう．  

（Eヒ10） rそ〟）他のスパイス」と  
は、スパイス〟）うち、西洋j）さび、わ  
さびの根茎、にんにく、とうがl：，し、  
パプリカ、しようが、レモンの典伎、  
オレンジの果皮．ゆずの果皮及びごま  
の通子以外のものをいう。   

（往11）ーその他のハープ」とは、  
ハープのうち、クレソン、にら、パセ  
リの茎、パセリの葉、セロリの茎及び  
セロリの葉以外のtlのをいう．  

（注12）rその他の陸棲哺乳凱こ抗  
する動物j とは，随随哺乳郷に属ナる  
動物のうち、牛及び膵以外のものむい  
う．   

（注ユ3）「食用細分」と軋収用に  
供される部分のうち、隅内、脂肪．肝  
は及び暫k以外の軸分をいう．  

（注14）食用植物油脂の日本農林規  
紺こ規定する輔製綿実納、綿実サラダ  
油及びこれらと同軍以上の規格を有す  
ると認められる食用油  

（＃）これらの作物械留胱験は、吼縞の範囲内で諏強が行われていない匂  
（‡）これらの作物残留試験は、釈放成緋のばらつきを考臆し、この印をつけた班留防を基準依節定の根拠としたb  
旺1通用植物油脂の日本旗林規格に規定する精製綿実机綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると謎〟）られる食刑油 2WIiOガンu）C 

注）飲料水水質イドライui【leJi・1eVnlueに遮づき設定（GuideIineV血e：WHOにおいて各国の規制当局と給水サ「ビス現  
供省に上る飲料水水質の維持・向上を目的に設定されるWHO飲料水水質ガイドラインにおいて、飲料水水質を評価するための基礎とな  
る数値であり、生凛利こわたって洪放した場合、控川染着の榔捌こ瓜大なリスクを起こさない渋皮を示す。  
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ニューカッスル病・マレツク病（ニューカッスル病ウイルス由来F蛋白  

遺伝子導入マレツク病ウイルス1型）凍結生ワクチン  

動物用医薬品の食品中の残留基準の設定  審議の対象   

薬事法に基づく動物用医薬品の製造販売の承認申請に伴い意見聴取があったもの  

鶏胚細胞培養ニューカッスル病ウイルス由来F蛋白遺伝子導入マレツク病ウイルス1型207  

株（rMDVl）を主剤とし、安定剤、溶剤、保存剤を使用した生ワクチン  

本剤の概要  

鶏／マレツク病及びニューカッスル病の予防  適用動物／効能効果   

承認されていない。（新たに承認申請がなされたもの）  我が国の承認状況   

本剤で使用しているニューカッスル病ウイルスD26株由来F蛋白遺伝子を用いた組換え生ワ  

クチンが米国で認可されている。  

諸外国の状況  

マレック病は鶏を主要な宿主とするが、人獣共通感染症とはみなされていない。ニュ蠣カ  

ッスル病は、鶏を主要な宿主とする感染症で、ヒトが感染矧こ濃厚接触した場合まれに急性  

結膜炎を起こすことがある人獣共通感染症である。しかしながら、本製剤の主剤の組換えに  

用いられたF蛋白遺伝子の供与体であるニューカッスル病ウイルスD26株は、これまでにワ  

クチンに使用されてきている弱毒株のBl株よりも病原性は弱いとされている。   

rMDVlは接種鶏の糞やフケから分離されず、また、各種感染試験から、通常のマレツク病  

ウイルス同様、ヒトを含む他の哺乳動物に対する感染性は認められなかった。   

添加剤については、木製剤の含有成分の摂取による健康影響は無視できると考えられる。   

また、F蛋白遺伝子の塩基配列は既知の有害物質（アレルゲンを含む。）の塩基配列との  

相同性は認められていない。F蛋白遺伝子発現カセットの挿入にともない、挿入領域内外の  

接合部に意図しない4個のオープンリーディングフレーム（ORF）が検出されたが、これらの  

ORFからタン／くク質が発現する可能性は低いと考えられた。－なお、挿入遺伝子は継代培養  

後においても安定していることが確認された。   

rMDVl接種鶏に由来する肉及び内臓等からは4℃で保存した場合、最長接種7日後まで  

ウイルスが回収された。しかしながら、rMDVlは各種感染試嫉から、通常のMDV同様、ヒトを  

含む他の動物に対する鱒染性は認められないこと、人工胃液中生存試験の結果からヒトの  

消化管内でウイルスは不活性化されると考えられることから、食品の摂取により当該ウイル  

スに感染する可能性はないものと考えられる。   

鶏の安全性試験及び臨床試験も実施され、安全性試験で見られた脳及び坐骨神経の所  

見は、既承認のマレツク帝生ワクチン接種において観察される所見であり、程度も同程度で  

あった。   

以上のことから、本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に  

影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。  

食品安全委員会に  

おける食品健康影  

響評価結果  

食品安全委員会における評価結果を踏まえ、残留基準を設定しないこととする。  

食品中の残留基準を設定しないことが適当である。  
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することが必要である。   

なお、検出限界は使用する機器の性能に依存するところも大きく、今後、   

機器等の進歩により、検出限界が低くなっていく可能性があるが、この点に   

ついては、技術の進歩を踏まえ、見直しの必要性等も含めて検討していくこ   

とが望まれる。   

また、妥当性評価ガイドラインにおいては、「検出されるものであってはな   

らない」又は「不検出」とされている農薬等についての評価に関して特段の   

記載がないので、適切に運用できるよう必要な改訂を行うことが望まれる。  

本規格の改正については、食品安全基本法第11条第1項第1号に規定す   

る「当該施策の内容からみて食品健康影響評価を行うことが明らかに必要で   

ないとき」に該当するものである旨、食品安全委員会より意見を得ている。  

8．検討鍾過専  

平成21年 8月21日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動  

物用医薬品部会報告   

平成21年9月28日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長へ食品  

健康影響評価を行うことが明らかに必要でないと  

きについて照会  

農薬等の成分である物質の試験法に係る規格の一部改正等について 

1．背景  

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品（以下、「農薬等」とい   

う。■）の成分である物質については、「食品、添加物等の規格基準」（昭和34   

年厚生省告示第370号。以下、「告示」という。）中、「第1食品」の部の   

「A食品一般の成分規格」の項の5から7の目において残留基準が定められ   

ており、このうち、「検出されるものであってはならない」又は「不検出」と   

されている農薬等の成分については、それぞれの成分につき、試験法（以下、   

「告示試験法」という。）が示されている。  

しかしながら、革験対象となる食品の範既は多様化しており、また、分析   

技術や分析機器の開発、進歩が進んでおり、より適切な、より迅速な、より   

効率的な試験法を選択できるようにすることが求められている？  

なお、告示中「第1食品」の部の「D各条」等においては、すでに告示   

試験法と同等以上の性能を有する試験饉により試験を実施することができる   

旨が規定されている。  

2．審議結果  

告示中「第1食品」の部の「A食品一般の成分規格」の項の5から7の   

目において、「検出されるものであっ七はならない」又は「不検出」とされて   

いる農薬等の成分に関する試験法について、試験対象食品の多様化、分析技   

術の進歩等を踏まえ、告示中「第1食品」の部の「D各条」等においてす   

でに規定されているのと同様に、告示試験法と同等以上の性能を有する試験   

法により試験を実施することができることとするよう規格の改正を行うこと   

が適当と考える。  

この場合、代替する試験法が告示試験態と同等以上の性能を有するか否か   

については、平成19年11月15日付け食安発第11i5001号厚生労働省医薬食   

品局食品安全部長通知「食品中に残留する農薬等に関する妥当性評価ガイド   

ラインについて」（以下「妥当性評価ガイドライン」という。）に準じ七同等   

性を評価することが適当である。特に、「検出されるものであってはならない」   

又は「不検出」とされている農薬等にづいては、「食品衛生法等の一部を改正   

する法律による改正後の食品衛生法第11粂第3項の施行に伴う関係法令の   

整備について」（平成17年11月29日付け食安発1129001号食品安   

全部長通知）に別表のとおり検出限界が示されているが、それぞれの農薬等   

にかかる当該検出限界が代替する試験法により確保できることにりいて評価  

第307回食品安全委員会  

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あて食品  

健康影響評価を行うことが明らかに必要でないと  

きに該当する旨の回答  

薬事・食品衛生審議会に諮問  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動  

物用医薬品部会審議  

平成21年10月29日  
平成21年10月29日  

平成22年 2月22日  

平成22年 3月 2日  

4．農薬・動物用医薬品部会委員   

青木宙  東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科特任教授   

生方公子  北里大学北里生命科学研究所病原微生物分子疫学研究室  

教授  

○大野泰雄  国立医薬品食品衛生函究所副所長   

尾崎博  東京大学大学院農学生命科学研究科獣医薬理学教室教授   

加藤保博  財団法人残留農琴研究所理事   

斉藤貢一  星薬科大学薬品分析化学厳重准教授   

佐々木久美子元国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長  

一171－  －17クー   
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（参考）   

（傍線部分は改正部分）  

○食品、添加彬痔の規格基準（昭和34年12月厚生省告示第370号）  

改  正  秦  現  行  
第1食品   

A 食品「般の成分規格   

1～4 （略）  

5（1）の表に掲げる農薬等（農薬取締法（昭和23年法律第82号）  

第1条の2第1項に規定する農薬、飼料の安全性の確保及び品  

質の改善に関する法律（昭和28年払律第35号）第2粂第3項の  

規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的と  
して飼料（同条第2項に規定する飼料をいう。）に添加、混和、  

浸潤その他の方法によって用いられる物又は薬事法（昭和35年  

法律第145号）第2条第1項に規定する医薬品であって動物のた  

めに使用されることが目的とされているものをいう。以下同  
じ。）の成分である物質（その物質が化学的に変化して生成した  

物質を含む；以下同じ。）は、食品に含有されるものであっては  

ならない。この場合において、（2）の表の食品の欄に掲げる食品  

については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験し  
なければならず、また、食品は（3）から且軋までに規定する試験  

法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検  
出されるものであってはならない。  

（1）～（17）（略）  

通（岬ヂる試験法と同等以上の性能を有  
する試験法  

6 5の規定にかかわらず、（1）の表の第1欄に掲げる農薬等の  

成分である物質は、同義の第2柵に掲げる食品の区分に応じ、  

それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有され  

第1食品   

A 食品「股の成分線路   

1～4 （略）  

5（1）の表に掲げる農薬等（農薬取締法（昭和23年払律第82号）  

第1条の2第1項に規定する農薬、飼料の安全性の確保及び品  

質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第2粂第3項の  

規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的と  
して飼料（同条第2項に規定する飼料をいう。）に添加、混和、  

浸潤その他の方法によって用いられる物又は薬事法（昭和35年  

法律第145号）第2条第1項に規定する医薬品であって動物のた  

めに使用されることが目的とされているものをいうご以下同  
じ。）の成分である物質（その物質が化学的に変化して生成した  

物質を含む。以下同じ。）は、食品に含有されるものであ？ては  

ならない。この場合において、（2）の表の食品の欄に掲げる食品  

については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験し  
なければならず、また、食品は（3）から且aまでに規定する試験  

法によって試験した蓼合に、その農薬等の成分である物質が検  
出されるものであってはならない。  
（1）～（17）（略）  

6 5の規定にかかわらず、（1）の表の第1欄に掲げる農薬等の成  

分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、そ  

れぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有される   
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一般規則5，6及び7に規定する各試験法の検出限界  

農薬等名   検出限界（ppln）   備 考   

2，4i5－T   0．05   ミネラルウオーターにあってI享0．001ppm   

アゾシクロチン及びシヘキサチン   0．02   ミネラルケオ⊥タ一にあっては0．001ppm   

アミトロ・－・ル   
0．025  茶にあっては0．1pp和  

ミネラルウオータ丁にあっては0．002ppl刀   

アルドリン   0．005  抹茶にあっては0，02ppm   

エンドリン   0．DO5  抹茶にあっては0．02ppm   

ディルドリン   0．005  抹茶にあっては0．02ppm   

カブタホール   0．01   ミネラルウオーターにあっては0．001p111n   

カルパドックス ※1   0．001  

クマ卒ス   0．01   ミネラルウオーターにあっては0．001仰m   

クレンプチロール   0．0（】005  

クロラムフェニコー′レ   0．¶005  ローヤルゼリーにあっては0．005神川   

クロルプロマジン   0．0001  

ジエチルスチルペストロー／レ   0．0（）05  

ジメトリダノール   0．000二三  

メトロニダノール   0．DOOユ  

ロニダゾール   0．0002  

ダミノジッド   0．1   ミネラルウオーターにあっては0．002川1日   

デキサメタゾン   0．00005  

トリアゾホス   0．05  そら豆にあっては0．021叩m   

パラチオン   0．Ol  

α－ト｝ンボロン   0．00：三  

β－トレンボロン   0．002  

二臭化エチレン   0．001  

ニトロフラノン   0．001  

ニトロフラントイン※2   0．001  

フラゾリドン※3   0．001  

フラルタドン兼4   0．001  

プロファム   0．01   ミネラルウオーターにあっては0．001ppm   

マラカイトグリーン※5   0．002  

隠
 
 

恕
 
 

一 

ケ障 

融警 
｝軍 で義ス義 

叫誌紗 

増車 匡刃剰 

常態 

点袖召 
蝶想糾邪 

鮮 

崇石 

将  

卜  

萎  

（の）引想司 」司                     （堂） （∞）～（l）  

潜
 
 

礁
 
 
国
 
 

※1カルパドックスは、カルパドックスの代謝物であるキノキサリンー2－カルポン酸痘分析対象とする。  
※2 ニトロプラントインは、ニトロフラントインの代謝物である1－アミノヒダントインを分析対象と  

する。  
※3 フラノリドンは、フラノリドンの代謝物である3－アミノー2－オキサゾリドンを分析対象とする。  
※4 フラルタドンは、フラルタドンの代謝物である3－アミノー5－モルフォリノメチルー2－オキサ  

ゾリドンを分析対象とする。  
※5 マラカイトグリーンは、マラカイトグリーン及びその代謝物であるロイコマラカイトグリーンを分析  

対森とする。  
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指定おもちやに使用されるフタル酸エステルの規格基準の改正（イメージ図）  

声  
：精巣への影響あり、  

DEHP、BBP、DBP  

：精巣べの影響なし、  

DJNP、DIDP、DNOP   

乳幼児がロに接触することを  
その本質とするおもちや  

可塑化された材料  

く       ＞   

⊂‖こ接触するこ  
とを績とする  
部分  

ロに捷触するこ：  

とを本書とずる、  
部分  

．
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、
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い部分  ⊂＝こ入れられなノ  
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晶安全委員会の評価結果を待って検討   
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DEHP二Di（2dhy（hexy（）phtha（ate   

BBP：BenzylButylPh廿ⅦIate   
DBP：DiイトButylPhthalate   

DtNP：DiisononylPh什旧Iate   
DIDP：DiisodecyIPhthalate   
DNOP：Di－n鱒瑚Phthatate  





高濃度にジアシルグリセロールを含む食品の  

食品健康影響評価に係る補足資料の提出について  

＼ 平成・22年6月2甲  

食品安全部基準審査課  

与経緯   

○■高猥度にジア∽レグリセロールを含む食品（花王（株）「エコナクッキングオイル」 

ノ 等）・については、塀在、食品安全委員会において・食品馳康服朋評仙が行われでいる。  

○可城声■1年7月・、これら花王（梯）クエコ州掴猫こ、ダリ・シドール脂肪酸エステノン   

が一般の・良用油より多く混入していることが1棚したことから、同隼9月、食品安全   

倭現会より食込7■細胞控珊削踊こ係る帥足賢料の根山を求められ、花王（株）に必要な紙   
験の黒鮎等の対応を指示した。   

○ 今軋花王（株）より、外仰の音嘲灸研究機捌こ範托し七鋤転した遺伝ぷ牲に関する   

訊歌の結果が捉旧されたことから、∫献酬及び中立性の価慄をI刈るため、乳液試験紙   

果に？いてl州嵩ミによる帆認を災施した」   

○ 良川柚筍にでほれるグリシドール聯肋酸エステルの分析法検ふ汲び含イ抑の失態朋   

：佃こ？いては調立lウミ射■■通常紬′仰粕川こおいて宗施し、結果がとりまとめられた。  

鱒⊥二  

（ア）グリシドール脚ノブ惟エステル及びグリシドールの瀾佃こ関する†冊1  

－ て平成21†H2」1：＝」企品安余香＝会にイ姐11）  

（イ）グリシドール肺腑酸エステルむ粍け惧放した場合の仲山動態に肌する武験  

（．沌験プさ胞小）●  

（ウ）グリシドール脂肪酸エステル及びグリシドールの凱湖加こ陣痛．沌鉄  

（ェ）鹿北刷11引こ合漁れるグリウドーノ．レ脚ノカ惟エステルの分析洪検討  

、（オ）食川仙尊のグリシドール肺肋酸エステル含イ州の失態．如査  

噸時L  
・● グリシドール肺腑惟エステル及びグリシド⊥ルの遺伝l雛に閲する試験（別添1）   

※ 闘桝及び申克性の拙某を回るため、沌鞘抽出っいて亜凹家による鵬認を黒地済み   

● 鹿川帥判こ含まれるグリシドー〃刷伽各エステルの分析法検封及び含爪．しの失態  

朋据（別添2）  

＝⊥＋王tロ±ニ㌫こぶ＝  －1了8－   



（別添1）－  

グリシドールリノール酸エステルおよびグ1」シドールの遺伝毒性試験   
平成22年5月31日   

花王株式会社  

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長 殿  
グリシドールーリノール酸エステルは、Ames試験にて陽牲、染色体異常試験および小核試  

験では陰性の結果が得られ グリシドールはA皿らs試験および染色体異常試験にて陽性、小  

核試験では陰性の結果が得られた（表1、2）。   

グリシドールリノール酸エステルのAmes試験において、陽性結果め得られた▲免血α打eぬ  

¢p山口血〟皿TAlOO株の実験系について、花王（株）において自主研究を実施したところ、こ  

のAmes試験条件下において、  

・復帰変央コロニー数の増加に相当する程度のグリシドールが生成．していること  

・り八一ゼ阻害剤の琴加によりその生成が抑制され、かつ、復帰変異コロニー数の増加も   

抑制されること  
が確認されAmes試験の陽性結果は、グリ・シド「ルリノール酸エステルより生成したグリ  

シドールによるものである可能性が示唆さ担た．  

蓑1 グリシドールリノール酸エステルの結果概要  

尾崎 元   

グリシド＝ル脂肪酸エステル串よびグリシドールに関する補足資料の提出について  

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。   
標記の件につきましては、基準審査離長殿より平成21年9月8日付け食安基発09鴨第1  

号を以って補足資料提出のご連結をいただき、優先している3項昆について、平成21年11  

月30日付けで弊社より報告いたしました。その後の進捗について、以下のとおりご報告いた  

します。   

1．グリシドール脂肪酸エステルおよびグリシドールの迫伝毒性試験  

グリシドールリノrル段エステルおよびグリシドールにつし1て、¶GI．王，基準に適合した   
試験受託機関にて追伝蕃性試験（Ames試験、染色体異常試験、小核試験）を実施いたし   

ました。このたび、第三者試験機開から最終報告書を入手しましたので提出いたします。   
これらの試験は、厚生労働省より依頼されました専門家の方々に信頼性及び中立性をご   
確認いただいております。また、関連する弊社の自主研究につきましても、併せて提出   
いたします。   

2．体内動態研究のための分析方法の開発状況  
体内動態研究を実施するにあたり、．血液中の成分の影轡を受けない、一倍頼性の高い高   

感度微蓋走塁分析法を確立すろことは、評価において最も重要ですが、グリシドール脂   

肪酸エステル、および予想代謝物め⊥っであるグリシドールの分析法は、いまだ世界的   
に報告例はありません。  

血脛中のグリシドール脂肪酸エステルの分析については、LC／MS法により、定拉限界   

が5ppbレベルの高感度分析法を開発いたしました。一方グリシドールの分析につきまし   

ては、低分子塩であり、揮発性が高く、不安定なことから、高感度分析法の開発には予   
想以上に時間を要しましており、このたび、GC／MS法により定足限界0．2ppmレベルま   

での分析法が開発できましたが、専門家の方々には、体内動態の正確な全容の解明には、   

より高感度の分析方法の開発が必要とのご指摘をいただいております。   

3・．その他の関連情報■   

（1）食用油脂中のグー」シドール脂肪酸エステルの分析方法  

食用油脂中のグリシドール脂肪乾エステルの分析法を、昨年末に開発し、本年1月に日  

．本納化学会発行の専門誌に相磯しました（J．01eoScience，59‥81一朗，2010）。更に改良  

法にいて検討を行っております。  
（2う欧州食品安全機関（即SA）における研究の情報  

昨年11月に即SAが、3－MCPD脂肪酸エステル（およびその関連エステル）のデー  

タベナス作成のため●の取り組みを開始しました．これによると、3・MCP工）脂肪酸エス  

テルにつきましては、ドイツを中心に、分析方法、低減化法、生成メカニズム、体内動  
態、安全性などの研究を、産官学の研究機閑が一体となって取り組んでいます．その中  

に、グリシド「ル脂肪酸エステルの項が簸けられており、ベルギーの大学機関が、分析  
方法、食品中の孟、生成機構などの研究計画を公表するなど、研究の広がりを見せてし 

．ます。本情報は今後も汲祝してまいります。なお即SAの情報は下記のmLに記職さ  

れています。  

httl）：／／www．e臨a．europ乱e11／enhhawtoDics／toT）ic／monochlorol）rODane．htm  

試験  対象   処理濃度・投与這   結果   

mb8株 39－1250J⊥g／7●レ斗（－S9）  10 

－313止gげレ斗（十S9）   

mlOO抹 39－1250〝gげレート（－S9）   
且帥血血u二山〟I  10－1250上1g／プレ小什S9）   

復帰突然 変典試験  
4▲9十狙3〟g／フートト（†S9）   

（Ames試験）  
元l丞相  （Wア2〟叩頭株）  m1537株 39－1250仕官／7■レ斗（－S9）   

10－313〃．g／7’レ斗（十S9）   

WP2椚現車妹156－5000J⊥gげレ斗（－S9）  陰性  

156「5000〝釘フ●レート（十S9）  陽性  

染色体異常  
425～3400〟g／mL（短時間処理十トS9、  

連続処理24lⅦ）  
試験   ター由来CHL細胞      53．1～3400〃E／mL（連続処理4811r）   

⊥口l々Iの  小核試験   ICRマウス（骨髄組 胞）一群雄5匹  250，500，1000mg／l（g（2回経口投与）   陰性   

＋／－S9：・代謝活性化系存在下及び非存在下   

表2 グリシドールの結果概要  

試験  対象   処理濃度・投与量   結果   

m98抹  313－5000ん咤／プレート（什S9）  陽性  

mlOO株 4．9－3131用／フ‘レーt・（－S9）   

10－313′1g／7■レート（＋S9）   
場性  

且如血五山山m  

復帰■′突然   （m98，mlOO，  m1535株 0．31－313〟釘プレ斗（－S9）   
変異試験  ・0．31－78里げレート（1・S9）  

陽性  

（AIlleS試験）   m1537株 313－5000〟g／プレート（－S9）  陽性  
血丹正和  （WP2【Jmd株）   

313－5000J⊥g／7■レ小什S9）  l陰性  

WP2ul仇4株1．2－313J⊥g／7■レ斗（－S9）   

10⊥31311かプレ斗（十S9）   
陽′性  

染色体異常  
25～350上上g／皿L（短時間処理1十S9）  

試験   25～200ルg／mL（連続処理24h・）  陽性   
夕⊥由来CHL細胞    5～10011g血L．（連続処理48lⅡ）  

⊥〃【つIノ∂ ‾  小核試験   ICRマウス（骨髄細 胞）一群雄5匹  50，100，200mg瓜g（2回経口投与）   陰性   

叶S9‥ 代謝活性化系存在下及び非存在下  一180－   
＿＿＿ ∴∴⊥＿⊥⊥こ＿二＿＿＿＿⊥＿■∴＿．＿」＿二＿＿こ．－＿＿＿ニ1ユ旦ニ」一＝＿＿＿＿＿⊥＝＿⊥＿＿  



（別添2）  

＜別紙1＞ グリシドール脂肪酸エステル分析法の概要   

1．食用油の分析フロー   

Jサンプル（100”1g）を遠心管に採取   

＊常温下で固体の試料は加温（55℃）して溶解  

1アセトニトリル（41－－L）を加え混合  

＊常温‾Fで同体の試料は加温（55℃）■したアセトニトリルを加え混合  

上達心（3，500叩1－－、室温）10分  

［亘亘卜  

1  

食用油等のグリシドール脂肪酸エステルの含有実態調査結果について  

、  平成22年6月 2日  

食昂安全部基準審査課   

1．調査概要  

・調査実施楼閣・  

国立医英串食品衛生研究所  

・調査対象食品・  

DAG納については、花王（株）により販売白描が行われる以前に市販さ   

れていた製品を用いた。その他の食用納については（杜）日本植物油協会、   

マーガリン及びファットスプレ．ッドについて時日本⇒－ガリン工業会、乳   

幼児用朋製粉乳については（祉）甘木乳業協会より提供された型品を用い   

た（各2型誹，3ロット）。   

一分析対象物賢 二  

食川柚申の■含量川合の高い昭肪酸」二位3桃（パルミチン慨、オレイン酸、   

リノール惟）の二打グリシドール脂肪酸エステルとした。  

＼  一分析方法  

砧氾1丁で液状の食用紬を対象として妥当性砧認したJl仙法に上り得られ   

た誹料をLCノMSにより分析した（定量耶卵内叩l－）。．辟払＝ごで刷lラのマーガ   

リン及びファットスプレッドについては什本県林規格、孔幼仙帖肌期鋸L   

については鋸．用仕法に記職されている河川旨含イ仲に係る規枯．血軟渋によ  

・り仙脈を神仙几、以降の雌附TL．馴1油の分析法に従った（別紙1参照）。  

・分析結果  

DAG帥については、すべての製品からその他の血尉こ比椴して高漉膣の   

‥ グリシドール脂肪酸エステル（3如の〃馴月酸二女テルの合．汁析166～286   

叩前が検出された。その他の食用油にういて軋こめ拙から定描叩をわ   
ずかに上回る検出が碑認されたが（3．抑の脂肪酸耳ステルの合計椚10，3～   

■16．1Ⅲ1m）、マ∵ガリン、ファットスプレッド及び乳幼児用諷製粉乳につい   

ては、すべて定昆根非来朝であった（別紙2参照）。   

乙結∴論   

食川仙制こ含まれるグリシド「ル脂肪酸エステルの分析紘を検討し、．これ   

によ・り分析を行ったところ、DAG抽のみにその他の食用油等に比べ、高鶴政   

のグリシドール脂肪酸エステルの含有が認められた。  

（ODS）カートリッジカラム  オククデシルシリル叱シリカゲ／レ   

1メタノール（11－－L）、アセトニトリル（21－1L）を岨次添加しコンディショニング  

1上椚を全‡1ヒ添加■  

1アセトニトリル何－－－L）で濯甘  

レ虫ニさ壬こ］  

1肇蛮ガスで溶射蜂留去、  

1班浦はクロ白ホルム（21－－L）に船舶  

シー」カゲルカートリッジカラム  

1クロロホルム（2】－－L）を添加しコンディショニング  

1．由：腋を一部膵地（200ル）し添加  

1クロロホルムは”－L）で溶出・  

［垂直］．  

1塞フそ壬ガスで潜媒を留塵  

1鯨粗はメタノール仏プロ′リール混合溶液（l：l）（1mL）に溶解  

［亘垂至可  

2．マーガリン及びファットスプレッドの分析プロ」  

匝至□  

1サンプル．（l．5g）をビーカーにflij・t  

l分液ロートにジュチルエーテル■（呂0－－－L）で洗い込む  

㌢∵∴「lRFP  

l放水硫酸ナトリウム10gを加え、4二5秒撤しく振り混ぜて放m  
lこの程とう操作を5回程度細り屈す  

Jヰト   

r2－ し   

－182－   

－1「  

．． Tl且］二  



［直垂亘亘］  

喰品．衛生法では恒温水槽（約75℃）を即するが、GEを椚成している脂肪酸の酸   

化を防ぐため、下記の操作に凌更し七。  

1減圧下、40℃で溶媒を留去  

1澄素ガスを吹き付けて溶媒を留去（60℃）  

［頭重］  ・ノ   

＊食品衛生絵では恒温乾燥器（．100～105℃）を使用するが、GEを偶成している脂肪   
酸の酸化を防ぐため∴下記の操作に変更した。  

1デシケ一夕ー内で減圧下、一晩以上放置  

画麺：］  

1秤丑、  

食用油中のGE分析港に従い分析  

1・ジエチルエーテル溶液をナスフラスコにろ過  

［車重］   

叩本農林規格では恒温水槽（50～印℃）を任用するが、・GEを構成している脂肪酸の   

酸化を防ぐため、．下帯の操作に変更した。  

1械圧下、ヰ0℃で溶殊を留去  

1．・窒素ガスを吹き付けて溶媒を留去（60℃）  

［垂直］  

中日木蘭林規格では恒漁乾痩器（105℃）を任用するが、GEを構成している脂肪酸の酸  

化を防ぐたや、下記の柁作に変更した。  

1デシケ一夕ー内で減圧下、一晩以上放㌍ 

柚出油脂  

1秤量  

食用仙中のGE分析法に従い分析  

4．LC（MS分析条件  

［亘亘亘ロ   

ヵラム：し∽】utlll10DS（4・6－－－1－－X150▲…叫5岬）   

ガードカラム‥しco血110DS（4ふml－－X101－－ワー・5叩）   

蕗助川欄こアセトニ・トリル‥メタノール：永＝17：．17：6（v／、小′）   

移桝l］B：2－プロパノール   

ダラジュント‥0．Ol－－i－－（A98一拍，B2％）→15・OmiI－（A55％－，B45％・）－〉】5・い－－il－（AO％，  

B100％）→ユ5．摘Il（AO％I，B100％）∴25・l－－－i－－（Åり8％｝BZ％ト35抽11  

（A93％．，B2元）   

流速：1111L／山i】1   

注入量：20ドL   

カラム湿度：亜℃  

ミー¢＿．i貢」   
イオン化法：AアClポジティブ   

コロナ雷蔵：5．0トIA   

ベーポライザ温度：500℃   

シースガス：40■   

AUXガス：5   

キヤビラリー温度：340℃   

sIMモニターイオン＝11Vz313（パルミチン恨グリシジル）  
l〟z337（リノ⊥ル酸グリ1シジルう  

．，Vz359（オレイン酸グリシジル）   

D、、′elltime：約0．3秒   

3．乳幼児用調製粉乳の分析フロー  

「土山   

傘分析に必要な仙脂を十分に確保するため、食品術生田こ記載されている試料量の5   

倍r■ほ試験に供レた。・従って、仙出操作に用いる全ての㈲附こついても食品術生抜   

に記載されている5倍ゴーほ址用した。  

．1サンプル（53）をビーカーに押j■とし、温水2山一－Lに洛僻  

i‾⊥さ； 

車食1鋸桁生法ではレーリッヒ管を虹用しているが、ニ岡F究では分液ロートを代わりに   

虻用した。また、帥出跡こ含まれる水分を除去するた秒卜鮭水仙恰ナトリウムによ   

る脱水晰1三を本紙放で追加した。  

↓全揖を分析ロートに移し、札束（15t－－I」X2臥アンモニア水（101－－L）、エチルアル   

コール（501】1L）でビーカーを晰次潔い込み、◆良く混和  

1ジ土チルモーテル（1・25n止）を加え、・抑かに回怯トた後、振とう（30秒）  
1石油エーテル（1251止）を加え、振とう後（30砂）、2嘲洞以上静椚  
1上沼を採取  

1下抑こジュチルエーテル（1251－－L）’、石納エーテル．（125m⊥）を加え、収とう後（30   
秒）、2時間以上1挿花  

上土沼を扱収 

1下前にジエチルエーテル（12与ヰ）、石碑エーテル（1251心■を加え、振とう後（30   

秒）、2帖川J以上静椚  
1上官1－fを採取・  

1得られた上清を無水硫酸ナトリウムで脱水後、ろ過  

ー4－   

－184－   



＜別紙2＞グリシ．ドナル脂肪酸エステル分析結果  

1．食用油中のグリシドール脂肪酸エステル類濃度  2．食用油を原料に含む食品中のグリシドール脂肪酸エステル類濃度  
グリシトル脂肪軌＝スチル吼叩Mll  

館用地   
▲ 雑品伯細          1くルミテン職 グリシジル  オレイン酸 ケリシジル  リノール触 グリシジル  ．合計可   

【コ  ト1   5．7   105   139   249  

製品A                  ト2   5，2   11丁   156   277  
DAG章主成分  ロ  ト3   川．8l   7Jl   96  17・1  
とする油  ロ  ト1   5．S   100   129   2ユq  

璽晶8                  ト2   且6   ‖タ   丁封   286  

【】  ト3   13．れ   7（）   9：）   †66   

・ロット1  靭  
製品A  

な tコ  ト3  †1．1l  rl．1l  
ロ  ト1  

狽畠B                  ト2  

ロット3 

．ロット1  

製品A               ロット2  

【】  ト3  

大豆油  1ロ  ト1  

狽品b                  ト2  

【】  トコ  
lコ  ト1 （1．9l   イ3．3l   lS．2l  

・廻品  ‖．」l   11．9l   ∫3．3l  

・⊃一ンi山   ロット3  √1．7l   －3．1l  川．8l  
ロット1  ‖．飢   13．Dl   d．9  

封品8                 ト2  rl．飢   r3．Dl   川．飢  
【コ    0．77   ‖．れ   ほ．れ  5．2   
【⊃  ト1■  12．3l   2．2   川．5l  

朋品∧                ロ  ＿＿＿＿＿鱈、1】．   

こめ油                   ⊂】   
ト1  

御品B   

」ユq  
i2．1l  7   6．7  16  

ト3   11．5l   S．4  川．6】  口   
ロット1  l乱丁5）  10．75l  

Ⅶ品A                 ト2・  

虹す邑帥  ⊂l  ト3  

lコ  ト1  ‘0．93l  10．93l  
無品B                ■ロット2  

P－？上亭＿  1．塾  －1．3l   

ロット1  
翼品A              ロット2  

ご虔油  ロット3  
8ソト1  

明恵B               ロット2  

ロケトユ  
ロット1  10．8；！l  rO．82l  

無品A               ロツl・2  10．8Sl  18．85l  

嶋りごilll  ロットコ  
ロ  l！ヱ9  

堀品B    占  11．6l   10．9訓   12．6l  
【コ  ト3  11，6l   11．m   12．6l   
D  ト1▼  11．6l  11．6l  

朔品A                  ト2  11．イl  11．1l  

ひまわり油  ロ  ト3  Il．3l  【1．3l  

t⊃  ト1  芯   肌色別   12．5l  
製品B                ロット2  rl．6l   l0．8：！l   l乙明  

ロット3  1．句  」＿低唱   2．5   

オリーブ油  ‘軋早A・  ロット1             【⊃ 【コ  ヒ2 トユ                       寮品？  【】  ト1              ト2            ロット3           パーム油日  ，強品A  ロット1             ロット2             ロ  リ」L ー上J t2           犯皐B  lコ ⊂】                         ロ  ト3  

食用油脂を  払出油脂中のクリシドール随妨憤工入テル帆ppm＝l      鍼品中のケリシトル阻溝仙エステル吼Pl刃¶ユー  

食品It  グリシジル  ケリシジル  グリシジル  阻拙二含む  軋品情維              ／りし三テン轟I  オレインhl  リノールIl   会Il■ヽ  パルミチン凸l  オしイン椚  リノーJし示l  引㌦              ケリシジル  グリンジル  ケリシジル   

ロット1   ll  い．2）  （1，2）   il  tO87）  （0．87）  

製品A                       ロット2  （1．1）  （1．り  （0．8D）  （0．8D）  

ロット3  （1．3）  （1．3）  （1．0）  （・D）  

マ・－ガリン  ロット1  P．9乃   （0．9乃  叩，れ〉  （0．71）  

製品8                       ロット2  （0  9）  （0，8g）  （8．681  （D，66）  

ロット3  （0  1†  ー（0．訓〉  （0．72〉  （0．72）   

ロット1  

盤品A                       ロット2  

ロット3  

ロット1  （0  れ  （0．叫  （0．6D）  10▲60）  

製品B                        ロット2  lD  2）  （0．82）  （D．5句  四．S6）  

ロット3  （D．82）  （1．2）   （2．1）  lD．S6）  lD．B5）  （1二4）   

ロットl  

蝿品A                       コット2  

ロット3  

ロット1  10．85）  10．85l  tO．22）  （0．ココ】  

㌍品B                       ロット2  （8．96）  仲．96）  10．＝1）  （0・21）  

ロット3  10．84l  tO．b4〉  （0．21）  lD．21l   

1）＊拭娘法は榊温下で油状の食用油を避mⅥ個としている－したがって・金剛帽榊に含むマーガリン、フア．ツトスプ  
レソド及び乳幼剰口調封印乳については本試娘法の遇川笹牒外であるため・得られた分析他の1ニ酬1は倒ヽ・  

2）剛j油脂中の定産牌罪は和l机検出胸界はd75押mとした∴托槻瓜が定慮限界兼粥であるが・検出l眼界以上の場合は、  
測定依に（，）を付した．  

3）抽出油脂含品に払づく隼出した製品q唖駄文掛取界及び振出眼界は、それぞjlマーガリン（約3J押れ齢56ppm）、  
っアットスプレッドほね帥吼軌弧ppm）、乱幼則Ⅵ摘聖粉乳（約t2p叩、机1恥m）・£用濃旺が罪刑岬未満であ  
るが、検出眼界以上の場合は、測定他に（）を付した 

d）定甜辞表溝の敷地もそのままの鳩を用いて合訂した・●各州別細くいずれも定馴膵未払である場合は・合ム欄に＝  
を目した．  

5）検出服罪禾講   

1）；欄の定出帆非はS仰m抜出限掛軸・75pp■－－とした・こ川渡ほ力咤滋限界未満であるカト検出用界  
以上である場合は、測定依lこ（）を付した．  

2）定見傾界未満の払伍もそのままの阻を用いて合計した．各測定防がいすれも定足限界未満である唱・  
合は、合招値に（）を付した．  

3）検埴問罪秦荘  

4）木；氏姓法lま常温下で油状の捕物油を；路用転回としている．．したがって、珠温下で固体の璽品につい  
ては本こ式鱒法の逆用範取外である．  

一占－  

－186－   




